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論　　説

米国での金融事業と知的財産権（その１）

　抄　録　米国には四大銀行が存在する。本稿その１では，これら米国四大銀行の特許マネジメント
について，我が国の大手金融機関と比較しつつ分析する。また本稿その２では，これら四大銀行によ
る特許担保ファイナンスの実態を分析する。
　米国の大手金融機関の間でも，特許マネジメントへの取り組みはかなり異なるが，バンク・オブ・
アメリカなど積極的な取り組みを行う銀行では，大手IT企業などに対しても遜色ないほどに，果敢に
先進的技術の特許化を推進している。業界の枠を超えて，一定の存在感を示している。
　米国の四大銀行と比較した場合，我が国の大手金融機関は特許侵害訴訟の経験，権利化への取り組
み，開発する発明の内容などから見て，劣後していることが窺える。
　米国では，知的財産を活用した特許担保ファイナンスが多用されており，四大銀行のうち，バンク・
オブ・アメリカなどでは特許担保を活用して積極的なファイナンスが実施されている。日本の金融機
関にも，米国子会社を通して同様の活動をなすところがある。

石 井 康 之＊
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1 ．	はじめに

米国の金融業界における知的財産マネジメン
トに係る実態は，我が国ではほとんど知られて
いない。米国の金融機関の成り立ちを整理しつ
つ，その中で四大銀行における特許を中心とし
た知的財産マネジメントの実態を確認する。我
が国の金融機関との比較も行いつつ，米国金融
機関の特許マネジメントの特徴と，特許を活用
したファイナンス事業の現状を分析した。
特に，特許等知的財産を担保とするファイナ
ンス事業は，我が国では何度か試行されながら，
いまだに定着しておらず，米国で拡大してきた
要因や背景は，我が国でも参照に値する。
米国大手の銀行としては，バンク・オブ・ア

7． おわりに
（以上，次号）

＊  IP経済研究所 所長　Yasuyuki ISHII
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メリカ，JPモルガン・チェース，ウェルズ・
ファーゴ，そしてシティグループの四つが挙げ
られるが，これら銀行間でも特許マネジメント
への取り組みは大きく異なることが確認され
る。これら米国銀行の中でも，バンク・オブ・
アメリカはひときわ活発な取り組みを行ってお
り，大手IT企業などとの競争の中でも，果敢
に先進的な技術の特許化に取り組み，業界の枠
を超えて存在感を示しつつある。
米国の四大銀行と比較した場合，侵害訴訟の
経験，権利化への取り組み，発明の技術分野な
どから見ても，我が国の大手金融機関は劣後し
ている可能性が示唆される。
米国では，知的財産を活用した特許担保ファ
イナンスが多用されており，四大銀行の中でも，
バンク・オブ・アメリカなどが中心となって積
極的な企業への金融支援を行ってきた。米国で
の特許等を担保としたファイナンスの歴史は長
く，19世紀の末頃から続けられてきた。
今日，大手企業への資金繰り支援のみならず，
中小企業や新興ベンチャー企業への育成資金提
供も積極的に実施されている。こうした特許担
保ファイナンスが，ファイナンス・ビジネス全
体の中でどのような位置づけを有するか，そし
て，こうしたファイナンスが広く米国社会に浸
透してきた背景には何が存在するのか，につき
さらなる分析・検討が求められる。

2 ．	米国金融機関の概要

2．1　多様な米国金融機関の分類

（1）商業銀行と投資銀行
我が国の民間銀行は，一般に都市銀行，地方
銀行，信託銀行，信用金庫等といった分類がな
されるが，米国ではこれとは異なった，いくつ
かの分類方法がある。
そのひとつに銀行が実施する業務内容による
分類があり，それは商業銀行（マーチャント・

バンク）と投資銀行（インベストメント・バン
ク）という区分で知られている。商業銀行は，
個人や企業などから広く預金として資金を集
め，企業などに融資し，利息の差（利鞘）を利
益として得る金融機関であり，日本の通常の銀
行と同じ事業を展開する。商業銀行は間接金融
の主要な担い手として位置づけられる。
対して投資銀行は，預金業務を行わない一方
で，資金調達のために株式等の証券を発行する
企業と投資家の仲介，証券発行者へのアドバイ
ス，証券売買などといった資本調達企業への支
援，さらにM&A実施に対するアドバイザリー
業務等のサービスを提供する。我が国の証券会
社に近い業務を担う金融機関であり，その歴史
は古い。個人の銀行からスタートしたモルガ
ン・スタンレー，ゴールドマン・サックス，さ
らには2008年に破綻したリーマン・ブラザーズ
なども投資銀行に属し，その創立は19世紀前半
に遡る１）。こうした投資銀行は，米国に特有の
金融機関として発展し，今日まで存続してきた２）。
かつて，1929年に始まった世界大恐慌の中で，

米国では数多くの銀行が倒産し，銀行経営の健
全化が求められた。そのため，1933年にグラス
スティーガル法が制定され，この法律の下で商
業銀行と投資銀行の業務分離がなされた３）。た
だその後の規制緩和の流れの中で，商業銀行が
投資銀行業務に，また投資銀行が商業銀行業務
にと，お互いの間での参入が図られてきた。
今日，JPモルガン・チェース，バンク・オブ・

アメリカなど，米国の四大銀行は持株会社等と
なって，これら商業銀行と投資銀行の両方の業
務を展開している。

（2）その他の分類
さらに規模・役割・営業エリア等による分
類，そして根拠法による分類などが存在する。
規模等による分類としては，コミュニティバ
ンク，リージョナルバンク，スーパー・リージョ
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ナルバンクおよびマネーセンター・バンク等が
ある。コミュニティバンクは，一般的に資産規
模10億ドル未満の小規模な銀行で， 各地域に特
化した営業を展開する。リージョナルバンクは，
一つの州または本店所在州の隣接州を含めた地
域を営業基盤として事業展開する地方銀行で，
一般的には資産規模が10億ドル以上とされてい
る。スーパー・リージョナルバンクは，複数の
州を営業基盤とする大手地方銀行を，そしてマ
ネーセンター・バンクは，幅広い業務分野に進
出し，米国内外の市場に事業展開する巨大金融
機関をいう４）。シティグループ，JPモルガン・
チェース，バンク・オブ・アメリカ，さらに
2008年にスーパー・リージョナルバンクであっ
たワコビア銀行を買収したウェルズ・ファーゴ
も，現在はこのマネーセンター・バンクに位置
づけられる。
州が統合して成り立つアメリカ合衆国では，
州の権限が強く保証され，1776年の米国独立以
降しばらくの間，州の政府に認可された州法銀
行だけが存在した。州法銀行は自身で銀行券発
行の権限を有した５）。その後，通貨発行権限に
関して米国民と国際金融資本家との間で激しい
戦いが展開されてきた６）。連邦政府が制定した
1864年銀行法により，国営の通貨監督庁が認可
した国法銀行が設置され，以後，国法銀行のみ

に通貨発行が認められることとなった。
その後，現在の中央銀行である連邦準備制度
理事会（FRB）が1913年に設立され，連邦準備
制度（FRS）が制定された。以後，通貨発行と
管理はFRSが担うこととなった。こうして米国
ではFRBの下で，国法銀行たるシティグループ，
州法銀行たるJPモルガン・チェース，さらに連
邦法に基づく貯蓄貸付組合，州法に基づく貯蓄
銀行などが混在し，異なる法律を根拠とする金
融機関が併存してきた７）。

2．2　米国の四大銀行

S&P グローバル・マーケット・インテリ
ジェンスの最新報告によれば，2021年１月16日
時点で，世界の金融機関の中で総資産規模の
トップは，中国国有銀行の中国工商銀行であり，
同行と中国建設銀行を含むその他３つの中国系
金融機関が，上位４位までを独占している。第
５位に日本のＡ行グループが続き，第６位にJP
モルガン・チェースが位置する。同行の資産規
模は3.2兆ドルで，4.9兆ドルを擁するトップの
中国工商銀行とは，1.7兆ドルの開きがある。
以下，米国金融機関としては，バンク・オブ・
アメリカが世界第８位に，シティグループが第
11位に，そしてウェルズ・ファーゴが第15位に
位置する８）。

表１　四大銀行の主要経営データ（2020年12月末）

銀行グループ名 
（主要な商業銀行名）

総資産 
（$10億）

収益 
（$10億）

純利益 
（$10億） ROE

JPMorgan Chase＆Co.
（JPMorgan Chase Bank, N.A.）

3,386 120 29 12.00％
商銀部門推定％ （21.4％） （50.7％） （37.1％）

Bank of America Corporation
（Bank of America Corporation）

2,820 86 18 6.80％
商銀部門推定％ （49.4％） （42.6％） （42.8％）

CitiGroup
（Citibank, N.A.）

2,260 74 11 5.70％
商銀部門推定％ （19.6％） （40.4％） （7.7％）

Wells Fargo & Company
（Wells Fargo Bank, N.A.）

1,955 72 3 1.04％
商銀部門推定％ （30.1％） （60.5％） （12.0％）

出典： 各社の2020年12月期のForm10-KもしくはAnnual Reportのデータから筆者作成。「商銀部門推定%」
は，商業銀行部門を含む事業分野を合計して，全体に対するウエイトを求めたもの。
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表１は，四大銀行各行の事業実績を示したも
のである。概算推定値ではあるが，商業銀行部
門のウエイトを併せて示している。バンク・オ
ブ・アメリカでは，商業銀行部門の総資産ウエ
イトが高いが，シティグループとJPモルガン・
チェースは低い。そしてバンク・オブ・アメリ
カ以外では，商業銀行部門の収益ウエイトより
も純利益ウエイトが小さく，他の事業に比較し
て商業銀行業務の利益率が相対的に低いことが
見て取れる。
比較のために，日本の大手銀行グループの

2021年３月末時点の経営成績を表２に示してお
いた。Ａ行グループがJPモルガン・チェースと
ほぼ同等の規模を有するが，ROEはJPモルガ
ン・チェースの方が高い。Ｂ行グループとＣ行
グループは，シティグループと同程度の規模を
有するが，ROEはシティグループの方が高い。
以下本稿では，上位の資産規模を有する米国

の四大銀行について，その特許マネジメントの
実態を分析する。

表２　日本の大手金融機関の経営実態９）

銀行グループ 総資産 
（$10億）

純利益 
（$10億） ROE

Ａ行グループ 3,367 11.7 5.6％
Ｂ行グループ 2,272 4.8 4.3％
Ｃ行グループ 2,113 4.5 5.1％

出典： 2021年３月期の各社有価証券報告書から，
筆者作成

3 ．		各銀行が抱える知的財産に係る経
営課題

3．1　特許に関する株主への情報開示

各銀行が米国証券取引委員会に提出する
Form10 -K，もしくはアニュアルレポートを見
ると10），特許等の知的財産が各金融機関の経営
にどのように関わってきたかを垣間見ることが

できる。概括的に言えば，各社とも2018年度以
降にはじめて，企業を取り巻くリスク要因とし
て，知的財産問題を取り上げはじめた。

JPモルガン・チェースのForm10 -Kで知的財
産権リスクが取り上げられたのは，2018年度か
らである。他社からの知的財産権に基づく主要
技術の利用阻止，途上国等での保護の不徹底が，
リスクとしてあげられていた11）。
バンク・オブ・アメリカでは2019年以降の

Form10 -Kにて，サイバー・セキュリティによ
り，顧客，取引先等の機密情報等の知的財産へ
の破壊，盗難のリスク，さらに自社保有の知的
財産が侵害されるリスクが存在することが示さ
れてきた12）。バンク・オブ・アメリカは，2005
年に120万件と推定される顧客情報のバック
アップデータの紛失事件を経験したが，顧客，
取引先等の情報盗難リスクを身をもって体験し
ていた13）。なお後記するが，同行の2009年アニュ
アルレポートでは，データトレジャリー社から
特許侵害として提訴された事件に関する報告が
なされていた。
シティグループでは，これまで知的財産リス
クに関する開示はなされてこなかった14）。
一方，ウェルズ・ファーゴの2020年アニュア
ルレポートでは，具体的な特許侵害事件発生に
関する開示がなされていた。同社は，モバイル
デポジットキャプチャ技術に関して15），米国陸
軍自動車協会（United Services Automobile 
Association：USAA）から特許侵害の提訴を受
け16），テキサス州東部地区連邦地方裁判所で被
告の立場で２件の訴訟を経験し，その事実が詳
細に開示されていた17）。
以上の通り，ウェルズ・ファーゴのケースを
除けば，特許侵害事件等を重大な企業リスクと
して，また特許資産を企業の経営資産の一部と
して認識するような開示を，公式レポートにて
行う金融機関は過去にはあまり存在しなかった。
ただ以下に述べるとおり，他社からの提訴に
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より，各銀行とも被告の立場で特許侵害訴訟を，
少なからず経験してきた。

3．2　四大銀行の特許侵害訴訟の経験

（1）特許侵害訴訟の概要
米国の四大銀行が，2000年～2020年までの間
に経験した特許侵害事件を，Clarivate社傘下の
Darts - ipデータベースによって検索した18）。そ
の結果，JPモルガン・チェースおよび，バンク・
オブ・アメリカとも各56件，ウェルズ・ファー
ゴは45件，そしてシティグループは32件の特許
侵害事件が検出された。
侵害提訴に対して各銀行は，当事者系レ

ビュー（IPR： Inter Partes Review）や付与後
レビュー（Post Grant Review：PGR）19），さら
にビジネス方法レビュー（CBM）といった申
し立てをし，対抗策を講じてきた20）。ただシティ
グループでは，こうした対応策が取られた形跡
は認められなかった。

（2）NPEからの提訴
各行が経験した事件には，特許不実施主体

（Non-Practicing Entity：NPE）といわれるイ
ンテレクチュアル・ベンチャーズ（IVs）社か
らの特許侵害提訴の事案が含まれている21）。同
社は，バンク・オブ・アメリカ（2013年６月）や，
シティグループ（2014年６月）に対して，それ
ぞれ個別に提訴を行ってきた。JPモルガン・
チェース（2013年６月）にも，同行の関連会社
を含む数社を対象に提訴した。これらの訴訟事
例を見る限り，IVsは単独の被告を対象とした
訴訟戦術をとってきたかに見える。
また，各銀行をターゲットにした企業には
データトレジャリー（DT）社がある。DT社は，
1998年に設立されたベンチャー企業であるが，
今日は，NPEと評されている22）。小切手の画像
を電子的にスキャン，送信，アーカイブできる
特許を有する。従来１～２ドルを要した小切手

発行コストが，数セントへと大幅に削減され，
金融機関はこの技術により数十億ドル規模のコ
スト削減効果が得られるといわれる23）。DT社
は2002年６月にJPモルガン・チェースを提訴
し，2005年にはバンク・オブ・アメリカ，ウェ
ルズ・ファーゴ，そしてシティグループを，そ
れぞれ単独の被告として提訴した。後に，2011
年12月と2013年５月にも，和解に至らなかった
数十の金融機関を一括して再提訴した。
バンク・オブ・アメリカでは，2007年度以降
のアニュアルレポートにて，この事件の経過報
告がなされている。2010年10月時点で，バンク・
オブ・アメリカはDT社から８億6,860万ドルの
賠償金支払いを求められていると報じられてい
る24）。ただ2010年度以降は，本件に関する開示
が一切なく，この件はいわば非公開条件の下で
和解にて集結した可能性がある25）。

JPモルガン・チェースは，DT社との間で
2005年には和解をしたが26），その後同行を除く
140社にのぼる金融機関などが，DT社のター
ゲットにされてきた。DT社への対抗策として，
各行は被侵害の反訴，特許庁での再審査等を求
めてきたが，いずれも成功しなかった。そのた
め連邦議員へのロビー活動を行い，米国では
NPEからの賠償請求を制限する条項を盛り込む
特許法改正の動きが見られたりもした27）。
ちなみに，2011年12月の訴訟提起に際しては，
日本のＡ行も被告の一社として名を連ねてい
た。
また，個人発明家であるレオン・スタンブ
ラーは，電子商取引における取引相手の身元認
証等，安全な取引確保のための技術について特
許を取得し，数多くの企業を提訴した。2008年
７月にはJPモルガン・チェースと他の３行を含
め，全30社を提訴した28）。
英国の知的財産アドバイザー企業であるサイ

ファー社は，米国の金融機関が特許侵害事件で
提訴された相手は，多くがNPEであったと報告
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している。それによると，2006年～2017年の間
の原告内訳を確認すると，金融機関が経験した
訴訟のほとんどは，NPEが原告だったことが確
認される29）。四大銀行も，NPEによって否応な
く特許侵害事件を通して，特許マネジメントの
必要性を思い知らされてきたのかもしれない。

（3）日米金融機関の訴訟経験の違い
米国の四大銀行とも，同業から提訴された事

例は見当たらなかった。また銀行が自らの特許
権を基に，他者を侵害訴訟するケースは，例外
的なものといえる。
ただ，JPモルガン・チェースは，2009年４月

にネットを介した電子決済，認証サービスなど
を提供するNasdaq上場のLMLパテントシステ
ムズ社と，その子会社のLMLパテント社等を
被告として，特許侵害訴訟を提起している30）。
このLMLグループに対しては，シティグルー
プも同時期に訴訟提訴を行った。しかし，JPモ
ルガン・チェースとシティグループは，半年前
の2008年11月にLMLパテント社から，特許侵
害の被告として提訴されていた。LMLグルー
プとの訴訟を有利に進めるための戦術であった
のか，その真意は分からないが，このような金
融機関からの侵害提訴は例外事例といってよい
であろう。結局，この紛争解決のために，シティ
グループは2011年に750万ドルを支払って和解
した31）。米国の四大銀行とも，基本的には他者
からの訴訟提起を受動的に受け止めてきたのが
実態であったといえる。
一方，我が国の大手金融機関について見ると，

1980年以降今日までに，Ａ行が大阪府和泉市の
アテンションシステム社から，通信不正傍受阻
止システムに係る特許の侵害として2010年に提
訴された事案と，2017年にD社と各地方銀行及
び信用金庫が個人の特許権者によって提訴され
た事件の２件が検出されるのみである。いずれ
も一審，控訴審とも特許侵害は認められず，被
告であった金融機関に責任が問われることはな
かった32）。日本の金融機関は，特許侵害事件に
限れば，いわば永く無風状態の中で過ごして来
たといってもよい。その点では米国の銀行とは
経験の量も質も異なると言えよう。

（4）特許侵害事件の経営的位置づけ
表３に示したように，2005年～2020年の間に
四大銀行が経験してきた特許侵害訴訟は30～56
件程であった。対して，米国州地裁での民事に
係るすべての訴訟件数は，各行とも5,000件～
１万件近くを経験してきた33）。銀行によって差
はあるものの，全民事訴訟の中で特許侵害訴訟
は，0.5％～１％とごく一部を占めるに止まっ
てきた。その意味からも，特許侵害訴訟の企業
リスクとしての位置づけは，あまり大きくとら
えられてこなかったのかも知れない。それが各
社のForm10 -Kで，特許侵害リスクがあまり開
示されてこなかった理由であったとも推測され
る。ただ2018年度以降，これら各銀行で知的財
産関連事項がForm10 -Kでの開示リスクと見な
されるに至ったことは，各行での認識が変化し
てきた証と見ることもできる。

表３　四大銀行が経験した特許侵害訴訟と全民事訴訟の件数（2005年～2020年）

年 JP Morgan Chase Bank of America Wells Fargo Citigroup
特許侵害訴訟数 52件 56件 45件 30件
全民事訴訟数 5,345件 9,584件 9,644件 6,447件

出典： 特許侵害訴訟数はDarts-ip検索サイトから，また全民事訴訟数はWest Law検索サイトからの
検索結果を基に，筆者作成。
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4 ．	特許出願数から見た特許戦略

4．1　米国全体の特許出願・権利化動向

米国全体の特許登録件数は，過去10年間で
1.6倍以上に増加してきた。特に，中国等の諸
外国からの登録が増加してきた34）。我が国の特
許出願は2005年をピークに，以降は減少を続け，
特に2008年と2009年に大きく減少した。日本の
国内出願だけに限れば，2019年は31万件を割り
込み，過去20年間で最低を記録したが，米国は
そうした日本の状況とは様相が異なる35）。また
表４に見られるように，米国特許登録件数の上
位企業でも，2010年以降に顕著な件数の増加が
確認される36）。

2011年までは，四大銀行は特許登録件数トッ
プ300の圏外にあったが，2012年にバンク・オ
ブ・アメリカがはじめてランクインした。以後，
登録件数を伸ばしつつ，着実にランキング順位
を上げてきた。金融機関のバンク・オブ・アメ
リカが，大手メーカー等と特許取得件数で対等
の位置に立ったともいえる。ウェルズ・ファー
ゴも2020年に173位でランクインした。一方，
シティグループとJPモルガン・チェースは，今
日までランクインしていない37）。

4．2　四大銀行の特許と変化

（1）四大銀行の特許取得状況
今回の特許データ抽出には，Clarivate社の提

供するデータベースDerwent World Patents 
Index（DWPI）を用いた。2021年８月５日時
点で，同データベースに存在する四大銀行の特
許データを網羅的に抽出できるよう，各銀行が
関わる特許を広く検出した。そのうえで，各銀
行およびその子会社を「最適化譲受人」とする
ものを特定した38）。
図１には2000年～2020年の間における，四大
銀行の特許出願件数の推移を示した。近年の出
願には未公開案件が多く存在するための近年の
件数は暫定件数と見る必要がある。
図１に見られるように，銀行によって特許の
権利化に向けた取り組みには，大きな差異が見
られる。バンク・オブ・アメリカでは，金融危
機が発生した2007年から2008年を契機として，
以後，出願件数が大幅に増加した。

JPモルガン・チェースは，2010年代に入って
以降，出願件数を伸ばしたが，バンク・オブ・
アメリカには及ばない。ウェルズ・ファーゴは，
2015年以降に特許取得への取り組みを積極化さ
せ，一時はJPモルガン・チェースをも上回った。
資産規模が四大銀行中トップで，かつROE
も高かったJPモルガン・チェースも（表１参
照），特許権確保という点では，バンク・オブ・
アメリカに比べて明らかに劣後している。
大手IT企業や各メーカーが，特許取得に向
けて積極的な活動を行う中で，金融機関が特許
取得件数で上位に名を連ねているのは，ソフト
ウエア関連発明の特許が増加していることを推

表４　米国特許登録件数トップ３の件数推移

年 １位 ２位 ３位
2000 IBM 2,886 伸び率 Ｈ社（日本） 2,021 伸び率 Ｉ社（日本） 1,890 伸び率
2005 IBM 2,941 2％ Ｊ社（日本） 1,918 －5％ Ｉ社（日本） 1,875 －1％
2010 IBM 4,887 66％ Microsoft 3,592 87％ Ｉ社（日本） 2,929 56％
2015 IBM 7,440 52％ サムソン 5,059 41％ Ｉ社（日本） 4,239 45％
2020 IBM 9,435 27％ サムソン 8,539 69％ LG 5,112 21％
出典： Intellectual Property Owners Association “Top300 Organizations Granted U.S. Patents”

各年版のデータを基に，筆者作成。（日本）は，日本企業であることを示す。

0205論説.indd   1840205論説.indd   184 2022/02/01   10:05:422022/02/01   10:05:42

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 72　No. 2　2022 185

測させる。
バンク・オブ・アメリカの2020年度アニュア

ルレポートには，デジタル，モバイル，オンラ
イン・プラットフォーム等の技術開発に年間約
30億ドルを投資したことが示されている。取得
特許は，送金，請求書支払い，ATMトランザ
クション，拡張現実を使用した小切手検証，認
証技術に関連するものから構成されている39）。
同行がはじめて，自社の2020年度公式レポート
に特許マネジメントに対する姿勢を明示したの
は，研究開発や特許権取得への積極性を，自社
ブランドの形成に役立てようとする意図の変化
がうかがえる。表５は四大銀行の，また表６は
我が国の大手とそれに次ぐ件数規模の金融機関
の1995年から2020年までの特許出願件数の合計
を示したものである40）。シティグループは，特
許取得件数で日本の大手金融機関グループにも
及ばない。

反面，我が国ではＡ行グループの出願件数
901件が最大であるが，その件数もバンク・オ
ブ・アメリカの六分の一程度に止まる。
金融機関による差異はあるものの，特許マネ
ジメントへの取り組みは，米国の金融機関が日
本と比較して，おしなべて先行している状況に
ある。

（2）技術分野の分析
四大銀行の特許発明について，その技術分野
を筆頭IPCに基づいて確認してみた。表７には，
銀行別に上位の筆頭IPCの件数と上位からの累
計パーセントを示している。
四大銀行では，「金融，保険，税務」（G06Q40）

表５　四大銀行の特許出願件数（1995年～2020年計）

JP Morgan 
Chase

Bank of 
America

Citi 
group

Wells 
Fargo 合計

合計
件数 1,713 5,357 280 1,128 8,478

出典： DWPIデータベースより抽出されたデータ
を基に，筆者作成。

表６　	日本の金融機関の特許出願状況
（1995年～2020年合計）

銀行・銀行グループ 件数 （うち銀行）
Ａ行グループ 901 （860）
Ｂ行グループ 504 （480）
Ｃ行グループ 491 （386）
Ｅ行 95 （95）
Ｆ行 46 （46）
出典： J-PlatPatより抽出のうえ，筆者作成。「うち

銀行」とは，各銀行グループの中の銀行子
会社が出願した件数を示す。

図１　四大銀行における特許出願件数の推移（単位：件）
出典：DWPIデータベースより抽出されたデータを基に，筆者作成。
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と，「支払いスキーム」（G06Q20）に係る技術
の発明が，すべての銀行で上位を占めている。
また，「電子商取引等」（G06Q30），「管理，経営」
（G06Q10）関連発明も上位に入っている。
ラフな見方にはなるが，これらは金融機関の
ビジネスそのものに近しいIPCであり，ビジネ
ス関連発明であることが示唆される。そして，
「配置，装置，回路または方式」（H04L29），「特
定の機能に特に適合したデジタル計算または
データ処理の装置・方法」（G06F17），さらに
表７のランク外ではあるが「デジタル計算機一
般」（G06F15），「プログラム制御のための装置」
（G06F09），「データの順序または内容を操作し
てデータを処理する方法・装置」（G06F07）な
ど，金融業務のシステム化をサポートする技術
が多く権利化されている。
おおむね上位５位までのIPCで，全体の５割
を占めている。
また表８は，1995年～2020年にわたる米国の
四大銀行の特許の筆頭IPCと，日本の大手金融
機関３行の筆頭FIの合計値を順位付けしたもの
である。
米国と日本とでは，一部，上位の技術分野に
相違が見られるが，いずれも「金融，保険，税
務」（G06Q40），「支払いスキーム」（G06Q20），
さらに「特定の機能に特に適合したデジタル計
算またはデータ処理の装置・方法」（G06F17），
「デジタル計算機一般」（G06F15），「セキュリ

ティ装置」（G06F21）等，金融ビジネスとその
システム化に関連を持つ分野で多くの出願がな
されている。上位９分野中６分野が，日米の両
方で上位に出現している。
ただ日本の大手金融機関では，「特定の機能
に特に適合したデジタル計算・データ処理装置
等」（G06F17）なる技術分野の発明が，格別多
くのウエイトを占めている点が米国とは様相を
異にする。
これら主要なIPC及びFIの具体的な技術内容
を表９に示しておいた。

表７　四大銀行の筆頭IPC	別の件数内訳と累計ウエイト（単位：件，累計%）

順位 JP Morgan Chase Bank of America Citigroup Wells Fargo
1 G06Q40 398 23.2％ G06Q40 850 15.9％ G06Q40 68 24.3％ G06Q40 208 18.4％
2 G06Q20 253 38.0％ G06Q20 595 27.0％ G06Q20 60 45.7％ G06Q20 199 36.1％
3 G06Q30 121 45.1％ H04L29 525 36.8％ G06F17 19 52.5％ H04L29 105 45.4％
4 G06F17 96 50.7％ G06Q30 421 44.6％ G07G01 15 57.9％ G06Q30 73 51.9％
5 H04L29 93 56.1％ G06Q10 347 51.1％ H04L09 15 63.2％ H04L09 48 56.1％

総計 1,713 100％ 総計 5,357 100％ 総計 280 100％ 総計 1,128 100％
出典： DWPIデータベースより抽出された1995年～2020年の合計出願件数データを基に，筆者作成。

各銀行の右端のパーセントは，１順位からの累計パーセントを示す。

表８　	四大銀行と日本大手金融機関の筆頭IPC・
FI	別の件数内訳

米国：四大銀行 日本：大手金融機関
筆頭IPC 個数 筆頭FI 個数 

1 G06Q40 1,524 G06F17 779
2 G06Q20 1,107 G06Q40 198
3 H04L29 737 G06F15 140
4 G06Q30 627 G06Q20 118
5 G06Q10 449 G06F13 63
6 G06F17 439 G06F03 61
7 G06F21 383 G06F12 55
8 G06F09 345 G06F09 48
9 G06F15 240 G06F21 40

総計 8,440 総計 1,757
出典： DWPIデータベースより抽出されたデータ

により，筆者作成。
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（3）金融関連発明の位置づけ
それでは，こうした金融関連ビジネスに関す
る出願は，各金融機関にとって，また大手IT
企業にとってどのような位置づけを持っている
のであろうか。さらに大手IT企業と金融機関
とのかかる分野での勢力図，さらに日米金融機
関ではどのような相違が見られるであろうか。
その分析のために，J-PlatPatにより主テー
マとして「5L055」を指定し41），1997年１月以降，
直近日までの各社の出願状況を確認し，それを
表10に整理した。
金融関連発明に限定する限り，マイクロソフ

トが件数でバンク・オブ・アメリカに及ばず，
グーグルはJPモルガン・チェースに及ばない。
IBMは金融機関よりも多くの出願を行っている
が，これはIBMが金融機関等のシステムのベン
ダーとして開発した技術が多く存在するためと
も推測される。ただ大手IT企業にとって，こ
うした金融関連発明は，各社の特許出願の中で
も１％かそれ未満のウエイトに止まり，各社に
とっての位置づけは小さい。
一方，四大銀行では，20％から30％近くがこ

うした金融ビジネス関連発明によって占められ

ており，その結果として大手IT企業にも引け
を取らない件数を確保している。
対して日本の大手金融機関は，この分野の出
願ウエイトが50％から80％に上っている。概し
て，日本の大手金融機関では，技術範囲が金融
ビジネスに限られた発明が数多くなされている
傾向がうかがえる。
米国の銀行は，日本以上にシステム系，ソフ

表９　主要IPC，FIの技術内容

分野 IPC，FI 技術分野・内容 簡略表示

金融関連

G06Q40 金融，保険，税戦略，法人税または所得税の処理 金融ビジネス等
G06Q30 商取引（Ex. 買物または電子商取引） 商取引
G06Q20 支払アーキテクチャ，スキーム，またはプロトコル 支払スキーム
G06Q10 管理，経営 管理・経営

ソフトウエア関連

G06F03 計算機で処理しうる形式データへの変換入力装置 データへの変換入力
G06F12 メモリシステム，アーキテクチャ内でのアクセシング メモリシステム
G06F13 メモリの入出力装置，処理ユニット間での情報接続等 メモリの入出力
G06F15 デジタル計算機一般 デジタル計算機
G06F17 特定の機能適合のデータ処理装置等 特定機能データ処理
H04L29 配置，装置，回路または方式 配置・回路等

金融周辺関連
G07G01 金銭登録機 金銭登録機
G06F21 不正行為保護，セキュリティ装置 セキュリティ
H04L09 秘密通信のための配置 秘密通信

出典：J-PlatPatの検索結果を基に，筆者作成。

表10　	IT企業および金融機関の金融関連発明
「5L055」の出願状況（97年以降）

企業名 「5L055」
の件数

各社の
全出願に占める
ウエイト

マイクロソフト 536 1.03％
IBM 1,422 0.78％
グーグル 254 0.62％
バンク・オブ・アメリカ 1,155 19.80％
JPモルガン・チェース 431 23.90％
シティグループ 84 28.20％
ウエルズ・ファーゴ 195 18.50％
Ａ行（日本） 360 53.10％
Ｂ行（日本） 383 81.70％
Ｃ行（日本） 237 67.50％
J-PlatPat の検索を基に，筆者作成
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トウエア系など，より技術的分野の発明が多い。
この原因が日米金融機関のシステム・ソフトウ
エア開発力の差異によるのか，あるいは日本の
大手銀行の特許取得範囲が金融ビジネスに限定
されすぎているためか，確認が求められる。
一方，イギリスの特許分析会社Cipher 社の
報告によると，2017年時点でバンク・オブ・ア
メリカが保有するフィンテック関連特許（出願
中を含む）の総数は2,547件で，２位のJPモル
ガン・チェースは258件，さらにシティグルー
プやウェルズ・ファーゴは200件に満たず，大
きな差異があることが示されている。
同時に，大手IT企業はバンク・オブ・アメ
リカをはるかに上回る件数の特許を保有すると
報じている。それら大手IT企業と比較した場
合，大手銀行トップ15行が保有するフィンテッ
ク特許の合計は，日本のJ社をやや上回るもの
の，23,864件を有するIBMはその５倍，マイク
ロソフトは４倍（19,670件），グーグルはその
２倍（9,757件）を保有している42）。その実数値
を示したのが，表11である。
ただ，フィンテックに包含される技術範囲に

は，キャッシュレス決済，仮想通貨，ロボット
アドバイザー，クラウド・ソーシャルファン
ディング，融資・送金・金融情報提供，さらに
財産管理など43），人手を機械化させた技術から，

AIやブロックチェーンなど先端的な技術を駆
使したものまでが広く含まれ，特許検索の際に
その定義をどのように定めるかで，結果がかな
り異なってくる。
表10では大手IT企業と米国の四大銀行には，
さほど大きな差異は認められなかったが，表11
で示唆されるように，金融機関は大手IT企業
やフィンテック・ベンチャーなどの特許出願動
向に，今後とも十分に着目していく必要性があ
るといえよう。

以上本稿その１では，日米金融機関を比較し
つつ，米国の四大銀行における特許マネジメン
トの実態を確認した。次号の本稿その２では，
バンク・オブ・アメリカを中心に，具体的な出
願事例を見ながら，銀行の出願にどのような特
徴が認められるのかを確認していくこととす
る。さらに，米国金融界で長い歴史を有してき
た特許担保ファイナンスの実態についても分析
を進めることとする。
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表11　米国金融機関と大手IT企業とのフィンテック特許の取得状況
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